
 

 

 

 

 

 

 

福岡市スタートアップエコシステム連携基盤調査業務 

提案競技募集要項 
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１ 業務名 

福岡市スタートアップエコシステム連携基盤調査業務（以下「本業務」という） 

 

２ 目的 

本市では、2012 年の「スタートアップ都市ふくおか宣言」以降、全国に先駆けてスター

トアップ支援に取り組み、2017 年には官民共働型スタートアップ支援施設である「Fukuoka 

Growth Next」を開設するなど、創業支援、成長支援、実証支援、海外展開支援等の取組

みを積み重ねてきた。 

現在では、天神・大名エリアを中心に、インキュベーション施設やオープンイノベーシ

ョン拠点、金融機関、支援機関、民間コミュニティ（以下、「支援拠点」という）が集積

し、起業家やスタートアップが人・情報・機会にアクセスしやすい都市環境が形成されつ

つある。 

一方で、全国的にスタートアップ支援が広がり、他都市においても同様の支援機能や拠

点整備が進む中、本市が引き続きスタートアップ都市として選ばれ続けるためには、単に

「相談できる」「施設がある」「イベントがある」といった機能的価値にとどまらず、福岡

市でスタートアップに挑戦することの意味や、福岡市だからこそ得られる成長機会、共創

機会、挑戦を後押しする都市文化といった、独自の提供価値を明確化することが求められ

ている。 

また、市内には多様な支援拠点が存在しているものの、各拠点の活動は個別に展開され

ており、エコシステム全体としての共通方針や連携の目的が十分に共有されているとは言

い難い。そのため、本来の強みである地理的近接性、人的ネットワーク、支援ノウハウ等

が、都市全体の支援基盤として十分に活用されていない状況にある。 

以上を踏まえ、本業務では、支援拠点の有機的な連携を促進し、福岡市全体を一つのス

タートアップ支援基盤として機能させることを目的とする。 

あわせて、各支援拠点が共有すべき支援方針及び横断的な提供価値を明確化し、福岡市

でスタートアップに挑戦する意義や魅力を内外に一体的に発信するための戦略を策定す

る。 

これにより、起業家・スタートアップが成長段階に応じて必要な支援や機会に円滑につ

ながる環境を整備するとともに、外部の投資家、事業会社、専門人材等を呼び込み、福岡

発の成長スタートアップ創出につながるエコシステムの形成を目指す。 

 

３ 履行期間  

  契約締結日の翌日から令和９年３月 31 日まで 

 

４ 事業費 

  上限額：20,000 千円（※消費税及び地方消費税含む） 

 

５ 業務内容 

  資料１「委託業務仕様書（提案時）」のとおり 



 

６ 参加資格 

次の各号に掲げる資格（以下、「参加資格」という）を有するものでなければ、この提

案競技に参加することができません。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の４に該当する者でないこと。 

(2) この提案競技の公示日から最優秀提案事業者決定の日（最優秀提案事業者がなかった

ときは、この提案競技の終了を宣言した日）までの間に、本市から福岡市競争入札参加

停止等措置要領（以下「措置要領」という。）に基づく競争入札参加停止の措置又は排

除措置を受けている期間がある者でないこと。 

※措置要領が掲示されているホームページアドレス 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/keiyaku_kanri/keiyaku_hp/law_index.html  

(3) この提案競技の公示日から最優秀提案事業者決定の日（最優秀提案事業者がなかった

ときは、この提案競技の終了を宣言した日）までの間に、措置要領別表第１、第２及び

第３の各号に規定する措置要件に該当しない者であること。 

(4) 市町村税に係る徴収金を滞納していない者であること。 

(5) 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

(6) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定が

なされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）、民事再生法に基づく再生手続

開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再

認定を受けた者を除く。）、破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者又は

会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者、手形交換所による取引停止処

分を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

(7) 福岡市暴力団排除条例に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係

を有するものでないこと。 

(8) 共同事業体による共同提案の場合は、構成員それぞれが(1)～(7)をすべて満たし、本

提案競技への単独または他の提案事業者との共同提案を行っていないこと。また、応募

後の代表団体の変更及び構成団体の変更は認められません。 

なお、最優秀提案事業者に選出された場合であっても契約締結までの間に、措置要領

別表第１、第２及び第３の各号に規定する措置要件に該当した場合又は本市に提出した

書類又は電子ファイルに虚偽の記載をし、若しくは重要な事実について記載をしなかっ

たことが判明した場合は、契約の相手方としないことがあります。 

 

７ スケジュール 

 (1) 募集開始           令和８年７月 10 日（金） 

 (2) 質問書提出期限        令和８年７月 17 日（金）12 時まで 

 (3) 質問書回答日         令和８年７月 24 日（金） 

 (4) 提案競技参加申込書提出期限  令和８年７月 31 日（金）17 時まで（必着） 

(5) 企画提案書類提出期限     令和８年８月 ７日（金）17 時まで（必着） 



(6) 提案競技参加辞退期限     令和８年８月 ７日（金）17 時まで 

 (7) 提案事業者プレゼンテーション・選定委員会 

令和８年８月中旬（予定） 

 (8) 事業者決定                    令和８年８月下旬（予定） 

 (9) 契約締結                      令和８年８月下旬～9 月上旬（予定） 

    ※応募者多数（５者を超える）の場合は一次審査（書面）を実施する場合があ 

     ります。 

    ※提案事業者プレゼンテーション・選定委員会の日程については参加事業者に 

     改めて通知します。 

 

８ 募集要項等の配布・質問の受付 

 (1) 募集要項等の配布 

  ア 配布期間：令和８年７月 10 日（金）から令和８年７月 31 日（金）まで 

  イ 配布場所：福岡市ホームページからダウンロードしてください。 

 (2) 質問書の提出及び回答 

ア 受付期限：令和８年７月 17 日（金）12 時まで（必着） 

イ 提出方法：「質問書（様式１）」を「17 問い合わせ先・提出先」まで、電子メール

にて提出してください。なお、未受領防止のため、提出を行った旨を電話でご連絡く

ださい。 

  ※質問事項１問につき質問書１枚としてください。 

  ※「質問書」以外による質問、及び受付期間外の提出は不可とします。 

ウ 回答方法：福岡市ホームページに掲載します。 

エ 回答提示期間：令和８年７月 24 日（金）から令和８年７月 31 日（金）まで 

 

９ 提案競技参加申込書の提出 

提案競技への参加を希望する場合は、「６ 参加資格」を確認し、「提案競技参加申込書

（様式２）」を以下のとおり提出してください。 

(1) 提出期限 

   令和８年７月 31 日（金）17 時まで（必着） 

(2) 提出先 

   下記「17 問い合わせ先・提出先」のとおり 

(3) 提出方法 

   「直接持ち込み」、「電子メール」又は「郵送」によること。 

   ※「直接持ち込み」による場合の受付時間は、平日の 10 時～17 時とする。 



     なお、電子メールによる提出の場合は、未受領防止のため提出を行った旨を電話 

         で連絡すること。 

   ※「郵送」による場合は、特定記録又は簡易書留とすること。 

 (4) 提出書類 

以下の書類のうち、エ～キについては、提出日前３か月以内に発行された原本を提出

すること。 

なお、「福岡市・水道局・交通局競争入札有資格者名簿」又は「福岡市・水道局・交

通局特定調達契約等に係る競争入札有資格者名簿」に登載されている者であり、当該登

載の有効期間内にこの提案募集の公示日又は提案競技参加申請期限日が含まれている

者にあっては、エ～サの提出を免除する。 

ア 提案競技参加申込書（様式２） 

イ 会社概要（事業概要がパンフレット等も可） 

ウ 従業員数がわかる資料（同上） 

エ 登記事項証明書（法人の場合） 

注１）法務局発行の現在事項全部証明書を提出すること（履歴事項全部証明書で

も可）。 

オ 身分証明書及び登記されていないことの証明書（個人の場合） 

注１）本籍地の市区町村発行の身分証明書（市区町村によっては「身元証明書」

という名称で取り扱っているところもある。）を提出すること。なお、身分

証明書とは、後見登記、破産等の通知を受けていないことを証明するもので

ある。 

注２）法務局又は地方法務局発行の登記されていないことの証明書を提出するこ

と。なお、登記されていないことの証明書とは、成年被後見人、被保佐人等

の登記がされていないことを証明するものである。     

注３）身分証明書と登記されていないことの証明書は、両方提出が必要である。 

カ 市町村税を滞納していないことの証明書 

注１）福岡市内に本店又は支店・営業所等を有する者については、福岡市発行の

納税証明のうち「市税に係る徴収金(本税及び延滞金等)に滞納がないことの

証明」がなされているものを提出すること。 

注２）上記以外の者については、所在地市区町村発行の証明書で、直近２年分の

市町村税の滞納がないことが確認できるものを提出すること。 

キ 消費税及び地方消費税納税証明書 

注１）本社所在地の所轄の税務署発行の証明書を提出すること。 

注２）証明書の種類は「納税証明書（その３）」を選択すること（「その３の２」「そ

の３の３」でも可）。 

ク 委任状（様式２－１） 

注１）この提案競技の案件に係る本市との取引を代理人（支店長、営業所長等）

に行わせる場合は、様式２－１により委任状を作成して提出すること。  



ケ 誓約書（様式２－２） 

注１）様式２－２に、代表者の所在地、商号又は名称、代表者役職名、氏名を記

入すること。 

コ 役員名簿（様式２－３） 

注１）様式２－３に、代表者及び役員（クの委任状を提出する場合は代理人（支

店長、営業所長等）を含む。）の、氏名、フリガナ、生年月日、性別を記入

すること。 

注２）この情報は、福岡市の事務事業から暴力団を排除するために、福岡県警察

本部へ照会することに使用する。 

注３）役員とは、株式会社、有限会社の取締役、合名会社の社員、合資会社の無

限責任社員、公益法人、協同組合、協業組合の理事をいう。（監査役、監事、

事務局長は含まない。） 

サ 直近の決算２年分の財務諸表の写し 

注１）法人の場合は、直近決算２年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書の写しを提出すること。 

注２）個人の場合は、様式２－４をもとに作成のうえ提出すること。 

(5) 提案競技参加辞退届の提出 

提案競技参加申込書を提出した者のうち、やむを得ない事情により提案競技への参加

を辞退する場合は、令和８年８月 ７日（金）17 時までに「提案競技参加辞退届（様式

３）」を提出すること。 

(6) 注意事項 

共同提案の場合は、「提案競技参加申込書（様式２）」に共同提案代表者名を記載する

とともに、参加する共同企業体名等を全て記載すること。また、上記提出書類を共同提

案する企業も含めて全て提出するとともに、協定書を提出すること。 

 

10 企画提案書類の提出 

   提案競技参加申込みを行った者は、以下のとおり「企画提案書」を提出してください。 

(1) 提出期限 

   令和８年８月 ７日（金）17 時まで（必着） 

(2) 提出先 

   下記「17 問い合わせ先・提出先」のとおり 

(3) 提出方法 

   電子データ（PDF 形式）の提出によること。 

(4) 提出書類 

   以下の全ての書類を持って「企画提案書」とする。 

ア 事業計画書（内容については、特に下記「11 提案内容」を参照のこと。 

イ 同種又は類似業務の実績がわかる書類 



※同種又は類似業務を受託して実施している場合、契約の名称と相手方、契約内

容及び金額は必ず記載すること。 

※同種又は類似業務を主催している場合、内容・実績等を記載すること。 

ウ 経費見積書及び積算内訳書 

※資料１「委託仕様書（提案時）」の「４．業務内容」の各項目をできるだけ詳細

分割して見積もりを行うとともに、積算内訳にはどの項目にいくら経費が掛か

るのかなど、具体的かつ詳細に記載すること。 

(5) 提出部数 

正本及び副本を提出すること。 

(6) 作成要領 

〇 様式は自由。原則、資料はＡ４横とし、横書き、15 枚以内（表紙含む）で作成する

こと。 

〇 提案書表紙の次に目次を、それ以降のページには、１からページ番号を記載す   

ること。 

〇 提案書における提案の掲載順は、資料２「提案競技審査基準」の（１）～（６）の

項目の順で掲載するなど分かりやすくすること。 

〇 正本の表紙には、表題「福岡市スタートアップエコシステム連携基盤調査業務企画

提案書」、提出年月日、提案事業者名（企業名）及び担当窓口（担当部門、担当者、

連絡先、電子メールアドレス）を記載し、提出すること。 

〇 副本の表紙には、表題「福岡市スタートアップエコシステム連携基盤調査業務企画

提案書」、提案事業者記号、提出年月日のみを記載し提出すること。 

※提案事業者記号（例：A 社）は、提案競技参加事業者申込の締め切り後に別途 

お知らせします。 

〇 企画提案書は、正本の表紙を除いて、提案事業者名がわかる記述を一切しないこと。 

〇 提出された企画提案書は返却しない。必要であれば提案事業者控えを別途作成する

こと。 

 

11 提案内容 

本業務の目的を達成するため、資料１「委託仕様書（提案時）」の「４．業務内容」

に記載の内容について、具体的な実施手法、プロセス、及び想定される成果物を提案し

てください。業務の進め方や使用するツール・媒体等については、提案者の創意工夫に

よる自由な提案を期待します。 

なお、提案にあたっては以下の事項に留意してください。 

(1) 提案事業者が考える本業務の成果目標を具体的に設定すること。また、その成果目標

を達成するために、何を実施し、その結果どのような成果が得られるのか、分かりやす

く具体的に記載すること。 

(2) 本業務において実施する取組について、事業目的や対象者像を踏まえた具体的な企画

案を提案すること。なお、提案にあたっては、その取組により期待される成果イメージ



を示すこと。 

※なお、提案された企画案については、あくまで事業の考え方や実施イメージを把握するためのものであ

り、その内容をそのまま採用・実施することを確約するものではありません。実際に実施する内容につ

いては、契約締結後、発注者と受託者との協議を踏まえ、本業務の目的や実施状況等に応じて決定する

ものとします。 

(3)その他、任意で事業目的に合致し、事業効果を高めることができると考えられるもの

について、自由に提案に含めることができるものとする。 

 

12 一次審査 

   参加資格を有する提案事業者が５社を超える場合は、企画提案書の内容について 

  一次審査（書類審査）を行い、評価の高い順位５社程度を選出することがあります。 

   ※一次審査の結果（提案事業者プレゼンテーションの参加可否）は、８月５日（水）

までに電子メールにてご連絡します。 

 

13 提案事業者プレゼンテーション・選定委員会 

提案内容を審査し、最も優秀な企画提案を選定する選定委員会（以下「委員会」とい

う。）を下記のとおり実施します。 

委員会に参加する提案事業者については、以下のとおりプレゼンテーション（提  

案内容の説明及び質疑応答）を行います。 

(1) 委員会実施日 

令和８年８月中旬予定 

※実施日程は別途お知らせします。 

(2) 実施方法 

原則オンラインで開催します。 

※URL は委員会に参加する提案事業者へ別途お知らせします。 

(3) 審査方法 

各提案事業者によるプレゼンテーション 10 分、質疑応答 10 分（予定） 

※提案事業者が１団体の場合でも、同様に委員会での審査を行います。 

※説明者は１団体３名までとします。 

(4) プレゼンテーション 

プレゼンテーションは、提出された企画提案書等をもとに実施し、企画提案書に記載

のない追加提案は認めません。企画提案書を画面等に投影しながら説明することは可能

です。 

※プレゼンテーション実施方法は別途お知らせします。 

(5) 審査内容 

審査は、資料２「提案競技審査基準」に基づき、企画提案書や委員会におけるプレゼ



ンテーションの内容及び質疑応答の内容について行い、最も得点が高いものを最優秀提

案事業者候補とします。 

なお、全審査委員が合計点数で 200 点満点中 120 点に満たない場合は、最上位者であ

っても最優秀提案事業者候補となりません。 

また、委員会に参加する提案事業者が１者のみの場合は、提案内容を審査し、全審査

委員が合計点数で 120 点以上の評価を行った場合に、最優秀提案事業者候補とみなしま

す。 

   

14 最優秀提案事業者の決定等 

(1)  最優秀提案事業者の決定 

委員会での審査結果を参考に、市において最優秀提案事業者を決定します。 

(2) 結果通知 

結果については、速やかに全ての提案事業者に文書で通知するとともに、最優秀提案

事業者については、福岡市ホームページにおいて公表します。 

※結果の通知後に、資金事情の悪化等により業務の履行が確実でないと認められると

き、また著しく社会的信用を損なう等、受託者として不適切と認められる事情が生

じたときは、決定を取り消すことがあります。 

 

15 契約 

(1) 契約交渉者 

市において決定した最優秀提案事業者を契約交渉者とします。 

(2)  契約の締結 

決定後速やかに福岡市経済観光文化局創業推進部創業課と契約交渉者との間で最終

的な仕様等を決める協議を行い、契約内容詳細について合意に達した後、業務委託契約

を締結するものとします。なお、最優秀提案事業者が辞退、その他の契約条件が合致し

ないなどの理由で契約締結に至らなかった場合は、提案事業者のうち順位の高い者から

順に、契約交渉の相手方とすることができるものとします。 

(3)  契約保証金 

本委託業務の契約に際しては、受託者は契約金額の１００分の１０以上の契約保証金

を納付しなければなりません。ただし、福岡市契約事務規則第２５条に該当する場合は、

契約保証金を免除することがあります。 

 

16 特記事項 

(1) 事業費の範囲内で、本業務の目的に照らし、その効果を増進すると考えられる独自の

提案内容があれば、提案してください。 

(2) １事業者１提案とし、１事業者から複数の提案は認められません。 

(3) 提出された提案書の内容は、契約を締結した際に提案事業者が責任を持って必ず履行

できる内容としてください。 



(4) 本提案競技において使用する言語は「日本語（商標及び固有名詞を除く）」、通貨単位

は「円」とします。 

(5) 必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。 

(6) 提出書類に虚偽の記載があったとき、提出書類の受付期間内に必要な書類が揃わなか

った場合、選定委員等に対する不正な行為が認められた場合、その他不正な行為があっ

た場合や、見積額が「４ 事業費」に定める額を超えている場合、事業推進に必要な手

続きを行わない場合は失格とします。 

(7) 提出書類については、明らかな誤字・脱字・名称及び氏名等の形式的な変更を除き、

提案内容を変更することはできません。 

(8) 提案に係る費用はすべて提案事業者の負担とします。また、提出された書類等は返却

しません。 

(9) 本提案競技に関して福岡市が配布した資料を他の目的のために使用することは禁止

します。 

(10) 選定された提案は、福岡市との協議により、内容の変更を求めることがあります。 

(11) 「５ 業務内容」については、現時点で必要と思われる内容を提示しており、契約

締結の際に契約交渉者と協議のうえ、変更することがあります。 

(12) 自然災害や感染症等の不可抗力により、最優秀提案事業者の決定後に業務内容に大

幅な変更が生じることがあります。この場合は、事務局と最優秀提案事業者で協議のう

え、必要に応じて業務内容や契約予定金額を見直すこととします。 

(13) 本委託業務の全部を第三者に再委託することは禁止します。 

(14) 審査結果に関する質問には一切回答しません。 

  

17 問い合わせ先・提出先 

   福岡市経済観光文化局創業推進部創業課  篠田・藏滿 

   〒８１６－８６２０ 

福岡市中央区天神１丁目８番１号 福岡市役所１４階 

   ＴＥＬ：０９２－７１１－４４５５ 

   E-Mail：startup.EPB@city.fukuoka.lg.jp 


